
令和元年度　公立大学法人島根県立大学業務実績評価　評価点採点表
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Ⅰ．社会情勢の変化に的確に対応した大学づくりに関する目標を達成するためにとるべき措置

1

　
大学改革本部は、魅力ある大学づくりや大学運営にかかる重要
な課題に応じた専門部会を設置し、改革の基本方針を策定す
る。方針の策定過程においては、学生ニーズの把握に努めると
ともに学外アドバイザーを積極的に活用する。【重点項目】

Ｐ６参照 3 4

2 平成31年度計画なし

3
現状のカリキュラムに沿い、体系的な学修を促すとともに、
2021年度の地域政策学部（仮称）及び国際政策学部（仮称）へ
のスムーズな移行に向けて準備を行う。

4

浜田キャンパスに新学部設置準備室を置き、2021年度の学部再
編に向け着実に準備を進め、設置申請など所要の手続きを行
う。また、高校生や教員、保護者等にわかりやすい3ポリシー
を制定し、積極的に情報発信していく。【重点項目】

5

6

7

臨地実習や「島根の地域医療」等のフィールドワークを通し
て、看護実践能力や地域の特性・健康課題を探求する能力を養
成する。また、その成果を学生調査を通して評価する。

8

看護学科との連携科目である「キャリアセミナー」や「島根の
地域医療」を通して、専門職業人としての職業観やアイデン
ティティ、また、多職種連携の方法・態度を身につけさせる。
また、その成果を学生調査を通して評価する。

9
助産学実習や地域母子保健実習を通して、関係機関と連携・協
働し主体的に行動できる能力、倫理的課題に対応できる能力を
養成する。またその成果を到達度評価等を通して評価する。

1） 保幼小接続期を見通した教育に強い人材を養成するため、2年
次卒業必修科目「表現研究（児童文化）Ⅱ」「教育心理学
（小・幼）」「教育制度論（小・幼）」「教育課程論（小・
幼）」「教育方法論（小・幼）」等科目を通した学びを支援す
る。

2） インクルーシブ教育に強い人材を養成するため、「障害児発達
教育論」「インクルーシブ教育論」等科目を通した学びを支援
する。

11

地域文化学科専門基幹科目の「文化の体験」科目群において、
「しまね文学探訪」「しまね歴史探訪」「しまねのまちづく
り」に加え、2019年度は地域文化について体験的に学び、地域
との連携をはかるため、「しまね民俗探訪」「しまね図書館
学」「読み聞かせの実践」「Kids' English」を開講する。

1）
北東アジア開発研究科は、大学院生の学術誌への論文投稿、学
会・研究集会での発表等への支援を行うとともに、きめ細やか
な研究指導を行い、大学院生の研究充実に努める。

2）

北東アジア地域研究センターは、学内競争的資金制度である
「競争的課題研究プログラム助成事業」及び「大学院生と市民
研究員の共同研究制度」により大学院生の研究活動を支援す
る。また、各種研究会の内容充実による院生の参加促進などを
通じて、北東アジア地域の研究者・専門家の養成を図る。

13
大学改革本部に大学院のあり方に関する専門部会を置き、キャ
ンパス間の連携や留学生、現職社会人の受入れ、リカレント教
育の充実などの論点に沿った検討を開始する。

14
大学改革本部に大学院のあり方に関する専門部会を置き、キャ
ンパス間の連携や留学生、現職社会人の受入れ、リカレント教
育の充実などの論点に沿った検討を開始する。（再掲）

１．社会情勢の変化に的確に対応した大学づくり

①人材育成・組織の方向性

法人
評価点

12

項目／No

２．大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

大学院学生学会発表・参加助成制度」を運用し経済的支援を行った結果、
4件の学会発表・学会参加

・競争的課題研究プログラム助成事業では、1名の院生を准研究員に任命
し、研究指導、研究支援を実施
・大学院生と市民研究員の共同研究制度では、2件の共同研究を採択

大学改革本部のカリキュラム検討部会を中心に、新設する学部
学科毎の魅力的で特色ある教育課程、授業科目を検討する。

（１）教育

Ｐ６参照

・看護実践能力の習得を支援するため学生が主体的に取り組むシミュレー
ショントレーニングプログラムを展開
・年度末に、学習到達度を評価する調査を実施
・卒業次生の、4年間の到達度の経時的変化についても確認
・カリキュラム評価を実施

事務局
評価点

平成31年度計画業務実績報告　法人自己評価

10

平成31年度計画

ア　総合政策学部

イ　看護栄養学部

教育課程検討部会を設置し準備を開始

保幼小接続期を見通した教育に強い人材を養成するため、左記の必修科目
を全員が履修し、単位を取得

インクルーシブ教育に強い人材を養成するため、左記の必修科目を、全員
が履修し単位を取得

ウ　別科助産学専攻

エ　人間文化学部

オ　大学院

左記科目を通じて、地域を主体的に捉える学び、地域と交流する力と実践
力を養った。

Ｐ６参照

・左記を実施し、授業アンケートにより学習環境や理解度、満足度につい
て点検・評価

県内8病院での助産学実習における継続観察事例や地域母子保健実習にお
ける妊産婦や家族のニーズへの対応を通して養成し、授業アンケートによ
り学習環境や理解度、満足度について点検・評価を実施

Ｐ６参照

Ｐ６参照

法人評価
平均

事務局
評価平均

〇大学本部会議への検討部会の設置や、組織の見直しにより、順調に検討

が進められ、新学部設置の届出や、入試改革の全学方針策定に結実
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法人
評価点

項目／No
事務局
評価点

平成31年度計画業務実績報告　法人自己評価平成31年度計画 法人評価
平均

事務局
評価平均

15

島根県の保健医療現場における課題発見･探究･解決に取り組む
ため、基盤科目･専門科目共にフィールドワークを含む演習科
目を実施し、地域医療を牽引する優れた看護実践者を養成す
る。

16

社会的ニーズに応えるために、専門的知識・技術を基盤とした
学生を受入れ、研究を自律的に継続できる研究力と、教育指導
力を兼ね備えた人材を育成するための教育を行う。

2020年4月に大学院看護学研究科博士前期課程に助産師の高度
実践者養成コースを設置するための申請手続きを行う。

中山間地域・離島を中心とした在宅医療を支える人材不足に対
応するため、高度な　専門知識や技術、優れた判断力と調整力
を身につけた看護職の養成が求められており、令和２（2020）
年度を目途として、看護学研究科（博士前期課程）へ診療看護
師（ナースプラクティショナー）養成の専攻分野を設置する。

18

大学院看護学研究科博士前期課程に「看護教育学領域」を追加
し、看護教育機関及び看護継続教育を実践する機関と連携し、
看護教育の質向上に向けた教育研究に取り組む。
また、大学院での教育研究活動をより豊かに推進していくた
め、入学前からの支援として「看護学研究科セミナー」を開
催・公開する。

19
大学改革本部に大学院のあり方に関する専門部会をおき、健康
栄養分野の大学院設置に ついて検討を開始する。また、健康
栄養学科において、具体化に向けた検討を進める。

20
大学改革本部に大学院のあり方に関する専門部会をおき、人間
文化学部完成後の大学院の必要性について検討を開始する。ま
た、人間文化学部において、大学院構想の検討を行う。

21
短期大学部において、入学、就職の状況や今後の見通しなどを
検証し、学科のあり方や定員規模など短期大学部の将来構想を
策定する。

22
短期大学部において、入学、就職の状況や今後の見通しなどを
検証し、学科のあり方や定員規模など短期大学部の将来構想を
策定する。（再掲）

23
2018年度から改訂されたカリキュラムのうち、1年生科目の充
実を図るとともに、資格等の要件である「保育実習」「教育実
習」をはじめ、2年生科目の着実な実施を図る。

24

2018年度から改訂されたカリキュラムのうち、1年生科目の充
実を図るとともに、「総合 文化プロジェクト」の科目である
「総合文化ゼミナールⅠ・Ⅱ」「文化情報表現法」「文 化情
報誌制作」をはじめ、2年生科目の着実な実施を図る。

25

本学教職員・学生が、高校生と進路指導担当教員に対して本学
の魅力を直接PRをするとともに、大学案内・公式ホームペー
ジ・動画・テレビCM・新聞・リーフレット等を活用して、大学
の魅力の見える化を進める。

26

高校と大学による協働活動のプログラム化に向けての高大連携
協議を開始し、「高校魅力 化事業」等とも連動させて、連携
拠点、試行重点高校の設定を行い、高校と共同でカリキュラム
化に取り組む。【重点項目】

1）
改革本部入試制度改革検討部会は、2021年度入学者選抜に向
け、全学的な入試制度の基本方針を策定する。

2）

志願状況の分析や地域の意見を聞きながら、専門高校生が受験
しやすい仕組みや県内枠の拡充といった入試制度の見直しにつ
いて、学部・学科ごとに検討を行う。年度内に2021年度入学者
選抜要項案を完成させる。

28
3ポリシーを公表するとともに、ディプロマ・ポリシーに対応
したカリキュラムマップを各学部・学科で明確にし、学生の体
系的な履修を促し、目指す学生の養成に取り組む。

　 1）
「しまね地域マイスター」認定制度について、先行している総
合政策学部、看護栄養学部に続いて、人間文化学部においても
実施し、全学的に推進する。

Ｐ６参照

Ｐ６参照

27

17

大学院看護学研究科博士前期課程に「看護教育学領域」を設置（学則変
更）

Ｐ７参照

短期大学部において、入学、就職の状況や今後の見通しなどを検証

3ポリシーをホームページにより公表し、学生に対しては、授業計画書の
中で明示するとともに履修ガイダンスの際に説明を行い、体系的な履修計
画を立てるよう指導

Ｐ１４参照

Ｐ８・２１参照

基盤科目･専門科目共に「島根の健康と長寿」「専門演習」における
フィールドワークを含む演習科目を実施し、中山間地域や離島に出かけ健
康課題を探求し解決方法を提案する看護実践力や研究力を高めた。

島根県の健康課題全体を理解するための基盤科目や、現場の課題発見・探
求・解決に取り組むためフィールドワーク、過疎・高齢化が進む中山間地
域・離島に暮らす人々の複合的で困難な健康課題にアプローチができるよ
う専門外の科目を選択必修とするなど、研究を自律的に継続できる研究力
と、教育指導力を兼ね備えた人材を育成するための教育を行った。

Ｐ７参照

カ　短期大学部

1年次科目に保育ボランティア実習を配置
・保育実習、教育実習は概ね順調に実施できた

カリキュラムの中心的な部分を占める「総合文化プロジェクト」科目群に
おいて、必修科目については、着実に実施できている。選択科目のうち
「文化情報表現法」は多くの履修者があり十分な成果を上げた。

②教育内容及び学生支援の充実

ア　入学者の受入れ

短期大学部において、入学、就職の状況や今後の見通しなどを検証

Ｐ８参照

Ｐ８参照

Ｐ８参照

イ　教育課程の充実



法人
評価点

項目／No
事務局
評価点

平成31年度計画業務実績報告　法人自己評価平成31年度計画
法人評価

平均
事務局
評価平均

29 2）
地域貢献推進奨励金制度により、地域における学びや体験への
支援を継続する。

3）
海外協定大学等との間で学生の海外体験等を支援する短期プロ
グラムについて検討し、トライアル実施する。
【重点項目】

4）
留学をはじめとする学生の国際交流の促進に向けて、キャンパ
ス間の連携強化を図る。【重点項目】

30
教務連絡会議を設置し、全学的な成績評価方針やGPA活用方針
等を検討する。

31
理事長の下にIR室を設置し、入試や教育研究、就職などの情報
を収集・分析・評価することにより、戦略的な大学運営を行
う。【重点項目】

32

各キャンパスにおいて、教育内容の質を高めるための具体的な
取組として、①学生による授業アンケート、②教員によるアン
ケートへのフィードバック、③教員相互の授業参観（授業公
開）を実施する。

33
大学教職員の資質向上のための組織的な取組 （SD（スタッ
フ・ディベロップメント））について、全学の教職員等を対象
とした研修等を実施する。

34 教職協働に向けた教職員の意見交換の場を設ける。

35
法人評価委員会や認証評価機関から指摘された事項について改
善策を講じ、その実施結果と併せてホームページで公開する。

36

全学教養教育推進センターを設置し、教養教育の企画、実施、
改善等の基本指針を策定し、全学的に運用する。また、同セン
ターの下に、基礎教養部（浜田キャンパス）を置く。
【重点項目】

1）

ICT環境について次の通り整備する。
①インターネット接続環境を全キャンパス500Mbpsに改善す
る。
②松江キャンパスにおいて、図書館新棟パソコン演習室システ
ムの新規整備、第1パソ コン演習室システムの更新、キャンパ
ス内ネットワーク機器の更新を行う。

2）
浜田キャンパスにおいては、学生会館の開放時間延長について
検討する。

3）
出雲キャンパスにおいては、学生に対するアンケートを実施
し、予算等の状況を考慮しつつ、学生にとってよりよい学習環
境を整える。

4）
松江キャンパスでは、大学会館改修工事により現図書館を食堂
兼ラウンジ（一部自習室）として整備し、また第2 PC演習室を
自習スペースとして開放する。

38
学生の利便性向上も考慮した施設・設備の整備（改修）方針を
検討・策定する。

39
学生相談窓口と保健管理センター、関係部門が緊密な連携を図
りながら、各キャンパスの状況に応じた学生の支援を行う。

40

引き続き学生生活に関するアンケートを実施し、結果の分析を
踏まえて、支援の充実を図る。さらに、出雲キャンパスにおい
ては、2019年度から学生生活調査の内容を含むIR調査により学
生ニーズを分析し、各専門委員会で評価を行う。

41
民間企業の創意工夫による提案も受けながら、学生食堂や売店
の充実について検討する。

42
大学改革本部に学生支援検討部会を置き、障害のある学生の支
援に関する全学方針を策定し、各キャンパスの実状に応じた支
援体制の強化に取り組む。

（浜田）令和元年度学生生活調査ミニアンケートを実施
（松江）隔年で実施のため、実施なし
（出雲）：学生の学習行動や学習時間、能力に関する自己評価、満足度を
中心としたベンチマーク可能な標準調査を実施

（浜田）新たに学生食堂をオープン
（出雲）学生が参加した給食委員会の提案により、栄養面からの支援を実
施
（松江）後援会等の協力で、低廉な価格で食品を提供する自動販売機を設
置や、栄養面から支援を実施

Ｐ６参照

Ｐ１１参照

Ｐ１１参照

Ｐ１５参照

Ｐ１７参照

Ｐ１７参照

教務連絡会議を設置し、全学的な成績評価方針やＧＰＡ活用方針等の検討
を始めた。

Ｐ１８参照

Ｐ１１参照

ウ　成績評価等

エ　教育の質及び教育環境の向上

Ｐ２０参照

Ｐ６参照

Ｐ１１参照

検討を行ったが、警備上延長することは難しっかた。

アンケートを実施し、学習に必要な資料や物品は整備されていたとの結果
を得た

計画どおりに実施

Ｐ１１・１２参照

整備施設方針案を策定

オ　学生生活支援の充実

37



法人
評価点

項目／No
事務局
評価点

平成31年度計画業務実績報告　法人自己評価平成31年度計画 法人評価
平均

事務局
評価平均

1）
自らの個性や希望を客観的に把握し、自律的に進路決定に至る
プロセスを確立するプロ グラムを開発する。

2）
キャリア形成（デザイン）に必要な知識や経験、社会人基礎力
などを習得するためのキャ リア支援プログラムマップを整備
する。

3）
松江キャンパスにおいて、外部講師による複数のキャリア科目
の円滑な運用と、人間文化学部入学者への就職情報提供や就職
活動の準備を支援する体制を整備する。

4）
出雲キャンパスにおいて、学生が看護職の専門性や就職先の多
様性を早期に学び、自分自身の適性やキャリア形成について考
えることができるよう支援する。

1）

しまね協働教育パートナーシップや島根県中小企業家同友会と
の包括的連携協定を活用し、長期・事業創造型インターンシッ
プの制度構築の協議検討や産業界と連携して企業見学ツアー、
企業と学生との交流会、業界研究フェアなどを実施する。【重
点項目】

2）
出雲キャンパスでは、特に島根県内の機関・施設が企画する看
護師・保健師・助産師のインターンシップ等については積極的
なPRを行うとともに参加を促す。

1）
教育実習受入れ先、県教育委員会及び島根大学等の関係機関と
の連携強化を進める。

2）
教職志望学生向けの支援講座を企画・実施し、学生の進路決定
を支援する。

キ　経済的支援

46
2020年に国が実施する高等教育無償化の実施に向け、学内奨学
金制度の見直しを検討する。

1）

旧NEAR財団寄付金を財源とした「北東アジア地域学術交流研究
助成金」制度により共同プロジェクト研究や学術図書出版など
の支援のあり方を検討した上で継続する。
また、地域貢献に主眼をおいた研究を推進するため「しまね地
域研究センター」を設置するとともに、学長戦略枠（プロジェ
クト枠）を設け、観光、子育て支援、地域活性化などの研究分
野を重点的に支援する。

2）
総合政策学会（学内学会）は、研究成果を発表する媒体とし
て、研究紀要『総合政策論叢』を年2回発行する。

1）
浜田市や益田市との共同研究事業を実施していくとともに、研
究成果発表の場を設ける。
 また、他の自治体や団体と情報共有・情報交換を続け、共同
研究へ発展させていけるよう連携を深化させていく。

2）
西周研究会は、西周研究にかかる津和野町との協力協定に基づ
き、津和野町と連携して研究を深めるとともに、新西周全集の
編纂や「西周シンポジウム」の開催等を通じて、研究成果を地
域に還元する。

3） 北東アジア地域研究センター研究員は市民研究員の研究を側面
支援し、その成果を市民研究員の報告会等で地域に公開する。

1）
北東アジア地域研究センターにおいては、大学共同利用機関法
人 人間文化研究機構及び他の研究拠点機関と連携して「北東
アジア地域研究推進事業」を着実に実施する。

2）
『北東アジア学創成シリーズ』の継続刊行に向け、編集委員会
の開催、執筆を行う。

3）

包括協定を締結しているアジア諸国の大学等との学術交流の可
能性を検討する。

50
「しまね地域研究センター」を設置・運営し、自治体、県内中
小企業、NPO法人、中山間地域研究センター等の教育研究機関
と連携して、地域課題研究に取り組む。【重点項目】

51 【Ｈ３１年度計画なし】

49

Ｐ１５参照

・津和野町との協力協定に基づき、町と共催してシンポジウムを実施(35
名参加)

・市民研究員に28名が登録され、大学院生との共同研究（2件）、研究会
を開催(6回)

他研究拠点と連携しつつ、北東アジア地域研究推進事業を着実に進めた。

Ｐ１０参照

Ｐ１０参照

47

48

45

43

島根県の主催する市町村保健師活動体験には県内8か所のフィールドで延
べ26名の学生が参加

Ｐ９参照

カ　キャリア支援の充実

44

Ｐ１０参照

Ｐ１０参照

教育実習の受入先については、実習先の他、県・市教育委員会の他、校長
会・園長会等とも連携して調整を行った
島根大学と教員免許状更新講習の開設について、県教育委員会を加えて３
者で協議を行った

1年次に教職課程ガイダンスを行い、2年次に支援講座を企画・実施すると
共に、島根県教育委員会による公立学校教員説明会も実施し、学生の進路
決定の支援を実施
浜田キャンパス３・４年生には、教員採用試験対策の支援を実施

・北東アジア地域学術交流研究助成金制度により10件のプロジェクトを採
択（当該助成金制度の見直し）
・しまね地域研究センターでは、子育て支援、観光、地域活性化、隠岐・
中山間地域、地域教育をテーマとした研究を展開

総合政策論叢を２号（第38号、第39号）発行

学生支援検討部会を開催し、独自の奨学金制度を見直し

（２）研究

刊行に向け、編集委員会を開催

・韓国高麗大学校グローバル日本研究院と学術交流の可能性を検討し、韓
国ソウルにおいて2019日韓国際学術シンポジウムを開催

②　研究実施体制などの充実

Ｐ１４参照

－

①　研究活動の充実及び研究成果の地域への還元
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52
学部長の裁量により執行可能な研究費を新設し、各キャンパス
の特性に合わせた研究を推進する。

53
不正防止計画の策定、適切な運営管理、モニタリング・内部監
査を実施するとともに、継続的業務改善に取り組む。

③　研究費の配分及び外部競争的資金の導入
1） 教育研究費（個人研究費）については、配分額の見直しを行

う。

2）
学長裁量経費により若手研究者への支援等を重点的に行うこと
で、外部資金の獲得につなげる。

55
学外の申請書添削支援サービスや、キャンパスの特性に応じた
既存の学内支援制度の活用により、前年度を上回る申請・採択
率を達成する。

①　県内就職率の向上
　
1） しまね協働教育パートナーシップや島根県中小企業家同友会と

の包括的連携協定を活用し、長期・事業創造型インターンシッ
プの制度構築の協議検討や産業界と連携して企業見学ツアー、
企業と学生との交流会、業界研究フェアなどを実施する。【重
点項目】（No.44-1再掲）

2） 出雲キャンパスでは、特に島根県内の機関・施設が企画する看
護師・保健師・助産師のインターンシップ等については積極的
なPRを行うとともに参加を促す。（No.44-2再掲）

1）
各キャンパスの特色を活かした地域貢献の推進を図る。

2） 「KEANDAI縁結びフォーラム」等の全学的な取組を通じて、
キャンパス間の連携を強化する。

1）

地域連携推進センターは地域との総合窓口機能として地域ニー
ズの振り分けを行う。

2）
「しまね地域研究センター」を設置・運営し、自治体、県内中
小企業、NPO法人、中山間地域研究センター等の教育研究機関
と連携して、地域課題研究に取り組む。【重点項目】（No.50
再掲）

1） 包括的ボランティアセンターの設置検討を行う。検討にあたっ
ては、学生ボランティアからのヒアリングなどを通して、学生
ニーズや課題を把握する。

2）
地域貢献活動に取り組む3キャンパスの学生交流や活動情報の
共有の機会を確保し、学生のボランティア活動を促進する。

③　県民への学習機会などの提供
1） 各キャンパスにおいて、引き続き、公開講座、出張講座等を開

催し、教育・研究成果等の発表を行う。

2） 全学教職センターにおいては、県内の保育士及び幼稚園・小学
校・中学校・高等学校教員等のニーズに応えるため、教員免許
状更新講習を開講する。

①　学生の国際交流の促進
1） 海外協定大学等との間で学生の海外体験等を支援する短期プロ

グラムについて検討し、トライアル実施する。（No.29-3再
掲）
【重点項目】

2） 留学をはじめとする学生の国際交流の促進に向けて、キャンパ
ス間の連携強化を図る。　（No.29-4再掲）【重点項目】

62
関係機関との連携により地域との交流につながるプログラムを
実施し、研修生・留学生と地域の人たちとの交流促進を図る。

1） 北東アジア地域研究センターは、交流協定を結んでいる大学・
研究機関との間で、合同 国際シンポジウムの開催、共同研究
事業、研究者の相互訪問、刊行物交換等の学術研究交流の実施
を通じ一層の交流を図り、その成果を引き続き『北東アジア研
究』・『NEARNews』 に掲載する。

2）
ICTを活用したビデオ会議などにより、各キャンパスの専門分
野における海外協定大学等との学生交流を全学で促進する。

③　海外の大学などとの交流促進

・ビデオ授業の実施(コロンビア・ペルー・アメリカ他)
・大邱保健大学の学生との栄養管理学授業の実施
・南ユタ大学の学生との英語コミュニケーション授業の実施

56

　（NO.44－2参照）

Ｐ１５参照

63

Ｐ１８参照

（４）国際交流

61

59

58

54

②　地域との国際交流の促進

（３）地域貢献

57

②　地域と協働した社会貢献の推進

60

Ｐ１８参照

Ｐ１４参照

地域連携推進センター全学運営会議を開催し、地域ニーズの情報共有を行
い、各キャンパスにおける地域との連携の在り方等について協議

Ｐ１４参照

Ｐ１２参照

Ｐ１２参照

・不正防止計画を策定し、適切な運営管理をおこなった。
・各キャンパスでのモニタリングを経て、内部監査を実施し、その結果を
踏まえコンプライアンス研修を実施

Ｐ１８参照

Ｐ１８参照

Ｐ９参照

短期日本語・日本文化研修を通じた地域交流の実施や、留学生と日本の学
生との交流事業を実施

・東北師範大学で講義や、北京大学国際関係学院との合同国際シンポジウ
ムを開催し学外研究員6名を招へい
・1月に学術会合を開催し、学外研究員1名を招へい

Ｐ１６参照

87名が申し込み

Ｐ１７参照

Ｐ１７参照
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3.00 3.13

64
学長代行を設置するとともに副学長の役割を見直し、ガバナン
ス体制の整備を図る。また、学部再編など大学改革に対応する
事務局体制の見直しを行う。【重点項目】

Ｐ６・１８参照 3 4

（２）経営基盤の強化

①適正な財務運営の推進

65 大学運営シミュレーションの見直しを行う。
・平成30年度の事業実績及び平成31年度の事業見込みを
踏まえ、大学運営シミュレーションの見直しを実施

3 3

②自己財源の充実
1）

学部長の裁量により執行可能な研究費を新設し、各キャンパス
の特性に合わせた研究を推進する。（No.52再掲）

Ｐ１８参照 3 3

2）
学長裁量経費により若手研究者への支援等を重点的に行うこと
で、外部資金の獲得につなげる。

Ｐ１８参照 3 3

1）
消費税率の引き上げにあわせ、施設使用料等の見直しを行う。 消費税の引き上げに伴う施設使用料の見直しを実施 3 3

2）

「島根県立大学未来ゆめ基金」の制度概要及び寄附金事業実績
等について、ホームページ・広報誌等を活用し、積極的に広報
を行う。

・年間の広報計画を策定の上、ホームページ・広報誌等
を活用した積極的な広報を実施した。
・法人と一定の取引実績のある団体に対して、各キャン
パスの職員が分担して訪問し、寄附金収入増加のための
広報に努めた。

3 3

③運営経費の抑制

68
予算編成プロセスを通じて事業の点検を行い、費用対効果の低
い事業については廃止する等、業務見直しを行う。

事務事業の見直しにより、課題の検討・整理を行い、令
和２年度当初予算編成に反映

3 3

④監査体制の充実

69
会計監査人監査及び監事監査のほか、内部監査を実施し、大学
運営の健全化、透明性を確保する。

Ｐ１９参照 3 3

3.50 3.50

（１）自己点検・評価、外部評価の実施及び評価結果の活用

70
法人評価委員会や認証評価機関から指摘された事項について改
善策を講じ、その実施結果と併せてホームページで公開する。
（No.35再掲）

Ｐ２０参照 3 3

（２）情報公開の推進

71
情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティポリシーを適正
に運用し、2019年度版情報セキュリティ対策基本計画を策定
し、確実に履行する。

Ｐ２０参照 4 4

2.78 2.89

（１）広報公聴活動の積極的な展開等

72

テレビやラジオ、広報誌、デジタルサイネージなど様々な広報
媒体を活用し、大学の取組　　や将来像を広く分かりやすく県
民に伝える。また、外部の専門家も交えて定期的に宣伝　　効
果を検証しながら、より効率的・戦略的な「見える化」につな
げていく。

Ｐ２１参照 3 3

73
大学運営に関して幅広く県民等からの意見を聴く仕組みを検討
する。

大学ホームページ上に問合せページを作成 2 3

（２）施設設備の維持、整備などの適切な実施

74
学生の利便性向上も考慮した施設・設備の整備（改修）方針を
検討・策定する。（No.38再掲）

整備施設方針案を策定 4 4

（３）安全・危機管理体制の確保
1 防犯や交通安全等の意識啓発を図る。 Ｐ２１参照 3 3

2 避難訓練及び健康診断を実施する。 Ｐ２１参照 3 3

76
危機管理マニュアルの点検を行い、必要に応じて見直しを行
う。

検討を行うも、見直しに反映できなかった 1 1

（４）人権の尊重

77
教職員及び学生を対象にした人権に関する研修を年1回実施す
る。

Ｐ２１参照 3 3

1）
キャンパスハラスメント防止委員会が中心となって、ハラスメ
ントの防止及びその早期対応に取り組む。

Ｐ２１参照 3 3

2） 相談連絡窓口として、学生相談員、所属相談員を配置するとと
もに、苦情相談窓口や対応措置を学生や教職員に周知徹底す
る。

Ｐ２１参照 3 3

75

78

４．評価制度の充実及び情報公開の推進に関する目標を達成するためにとるべき措置

５．その他業務運営に係る重要事項に関する目標を達成するためにとるべき措置

66

67

（１）ガバナンス改革の推進

３．自主的、自律的な組織の運営体制の確立に関する目標を達成するためにとるべき措置

〇大学本部会議への検討部会の設置や、組織の見直しにより、順調に検討

が進められ、新学部設置の届出や、入試改革の全学方針策定に結実

〇上記に加えて、アプリ「LINE」上での情報発信、問合せを受付しており、幅

広く県民等からの意見を聴く仕組みが図られている。


